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(ガイドラインの概要 )

海外で新型インフルエンザが発生した場合の水際対策については、次の2つの課題の

両立を可能な限り追求。

【課題】

1.ウイルスの侵入防止を徹底し、国内でのまん

延を可能な限り防ぐ

2.帰国を希望する在外邦人の円滑
な帰国を実現する
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【対策の概要】

o wHOがフェーズ4を宣言した場合、直ちに新型インフルエンザ対策本部を設置し、

次の初動対処方針を決定。
※ WHOの宣言前であつても、新型インフルエンザの発生が強く疑われる場合には、関係

閣僚会議を開催し、初動対処方針を決定。

※水際対策については、国内での感染の拡大に応じ、段階的に縮小
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水際対策の二環として、ウイルスの国内侵入を可能な限り防止するため、新型インフ

ルエンザ対策本部等の決定に基づき、検疫措置の強化を開始。

【対策の概要】
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旅客機・客船からの検疫前通報 → 機内・船内での健康質問票

配付 → 医師の診察 → 隔離・停留・健康監視

関係機関あ初動体111検査体争1:患者搬送体制等の整備‐ ■

情報収集・共有、出入国者への情報提供等

入自管理島
・

税関、1警察、海上保安部署、航空会社・旅客船会社
:

等との情報共有、連携強化   |     | :   ■‐

感染防止策(個人防護具等)、 感染曝露の場合の予防投与、家族
への感染防止等
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国内で患者が発生した場合、医療機能の維持等の観点から、流行速度を緩めるための

感染拡大防止対策を講ずることが重要。

患者との接触 ○ 患者からウイルスの曝露を受けた者に対し、健康観察、外出自粛の

者への要請  要請t抗インフルエンザウイルス薬の予防投与等を実施
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職場対策 ○ 職場内感染を防止し、出勤する職員を減らしつつ、重要業務を継続
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